
 

 

 

   ツアー・オブ・ジャパン２０２５相模原ステージ警備業務委託の 

   準備行為の実施に係る協定（案） 

 

 公益財団法人相模原市スポーツ協会(以下「発注者」という。)と○○(以下「受注

者」という。)は、ツアー・オブ・ジャパン２０２５相模原ステージ警備業務(以下

「本業務」という。)に係る準備行為の実施に当たり、次のとおり協定を締結する。 

 

 (趣旨) 

第１条 この協定は、本業務の円滑かつ確実な実施のため、本業務に係る委託契約

(以下「契約」という。)の締結日(以下「契約締結日」という。)の前に受注者が

実施する調査、人員等の手配その他の行為(以下「準備行為」という。)に関し、

必要な事項を定める。 

 (準備行為に係る役割等) 

第２条 発注者及び受注者は、準備行為の実施や契約の締結に当たり誠実に対応す

るものとする。 

２ 受注者は、準備行為を自らの責任及び費用負担において実施するとともに、進

捗について、適時、発注者に報告するものとし、発注者は、受注者が実施する準

備行為の進捗状況を把握するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、発注者は、受注者により契約締結日までに必要な

準備行為が実施されない、又はそのおそれがあると認めるときは、契約を締結し

ないものとする。 

４ 前項の規定により契約を締結しない場合において、受注者、再受託する予定で

あった者その他の関係者に損害が生じた場合であっても、発注者は一切の責任及

び費用負担を負わないものとする。 

 (中止の場合の取扱い等) 

第３条 契約締結日前にツアー・オブ・ジャパン２０２５相模原ステージの中止が

決定した場合には、発注者は、速やかに受注者に連絡するとともに、本業務を実

施しないこととし、契約を締結しないものとする。 

２ 前項の規定により契約を締結しない場合における費用負担の取扱いは、前項の

連絡の時点において既に受注者が負担している費用の状況等に鑑み、発注者及び

受注者が協議して定めるものとする。 



 

 

 

(守秘義務) 

第４条 受注者は、準備行為を実施する上で知り得た情報を他に漏らしてはならな 

い。 

(その他) 

第５条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事

項については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印

の上、各自その１通を保有する。 

 

  令和７年  月  日 

 

発注者 相模原市中央区富士見６丁目６番地２３号 

               公益財団法人相模原市スポーツ協会 

               会長 勝又 修 

 

受注者  

 


